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【研究の背景・目的】 

裁判過程において、裁判官が行っている知的作業
としては、大きく分けると事実認定過程、あてはめ
過程、判決推論過程に分けられる。事実認定過程と
は、証拠から事件で実際に起きた事実を認定する過
程であり、あてはめ過程は、その事実を法律要件に
対応させる過程であり、判決推論過程とは、事実レ
ベルに対応する法律要件の真偽値と法律の条文また
は判例を用いて判決を行う過程である。さらに、裁
判においては、原告・被告、検察・被告人という対
立構造があったり、裁判員裁判において裁判員が関
与したりするため、裁判官は、訴訟手続の中で、訴
訟当事者とのやりとりを通じて争点を確定し、判断
を行い、紛争を解決する。上記のような裁判過程に
おいては、人間のさまざまな複雑な高次推論が実行
されており、人工知能による支援によって、より正
確で迅速な高次推論の実現が可能と考えられるし、
人工知能の応用として、裁判過程の支援は非常に重
要なものであると考える。 
以上の背景を踏まえ、本研究の目的として以下を

設定する。 
上記の裁判過程の 3 つの過程について、それぞれ

以下の基盤技術を用いて高次推論を行って支援する
システムおよび、各過程での争点を議論学を用いて
解析するシステムを開発する(図１）。 
1. ベイジアンネットワークに基づいた証拠推論を
用いた事実認定過程支援システム 
2. 自然言語処理に基づいたあてはめルールの獲得
によるあてはめ過程支援システム 
3. 既開発の民法要件事実推論システム PROLEG 
を拡張し、刑事裁判や行政裁判へも応用できる判決
推論過程支援システム 
4. 各過程の争点の議論学(argumentation theory) 

に基づく議論解析支援システム 
 
【研究の方法】 

研究期間は 5 年とし，平成 29 年度は、裁判過程

の各過程および、議論解析について、それぞれのテ

ーマについての検討を行うとともに、法学者グルー

プは、各過程に共通に使える仮想裁判例について検

討する。平成 30 年度は、プロトタイプシステムの

構築を行い、法学者グループが作成した仮想裁判例

について動作を確認する。平成 31 年度は、各シス

テムを統合し、仮想裁判例全体の総合的な解決がで

きるか検証し、法学者グループは、このようなシス

テムが信頼されるための法的正統性の根拠について

検討する。平成 32 年度は、実際の複数の事件（民

事、刑事両方含む）についてこのシステムを適用す

る。平成 33 年度には、実際に、弁護士等に試用を

お願いし、実用性について検証を行う。 
 
【期待される成果と意義】 

この研究が成功すれば、裁判処理のシミュレーシ
ョンが可能になり、高機能化することで、司法シス
テムの効率化が図られるとともに、裁判官の推論が
精緻化し、司法制度への信頼も深まるといえる。こ
のように、国民にとって司法制度へのアクセスが容
易になるとともに、判決への信頼度が高まることで、
法による紛争解決が図られる適正な社会（法化社会）
が生まれると期待できる。 
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【研究期間と研究経費】 
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図１ システム構成 


